
（様式 5） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番号 ８ 担当課 産業政策課 

法令名 計量法 根拠条項 
法第１１６条
第１項 

許認可等の

内容 
特定計量器の計量証明検査 

 

計量証明検査の意義 

（計量証明検査） 

計量法第１１６条  

  計量証明事業者は、第１０７条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器（第１６条第１項 
の政令で定めるものを除く。）であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査（以下「計量証明検査」という。）を受けなければならない。ただし、次に掲げ 

る特定計量器については、この限りでない。 
一 検定証印等であって、第７２条第３項又は第９６条第３項の規定によりこれらに表示された年月の翌月１日から起算して 
 特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器 

二 第１２７条第１項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器（前号に掲げるものを除く。） 
 ２ 第１２７条第１項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政 令で定める期間に１回、第１２８条第１号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用 

する同項の政令で走める特定計量器が、第１１８条第１項各 号に適合するかどうかを同条第２項及び第３項の通商産業省令で定める方法により検査させなければならない。 

計量証明検査の対象                                                                            

（計量証明検査を行うべき期間） 

計量法施行令第２９条 

  法第１１６条第第１項の政令で定める特定計量器は別表第５の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。 
 ２ 法第１１６条第１項第１号の政令で定める期間は、別表第５の下欄に掲げるとおりとする。 
 

 

 

別表第５ 

特定計量器 計量証明検査を受けるべき期間 計量証明検査を受けることを要しない期間 

１ 非自動はかり・分銅・おもり ２年 １年 

２ ベックマン温度計 ５年 ３年 

３ 皮革面積計 １年 ６月 

４ ボンベ型熱量計 ５年 ３年 

５ ５ 騒音計  ３年 ６月 

６ 振動レベル計 ３年 ６月 

７ 濃度計 

（ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精
度浮ひょうを除く） 

 

３年 

 

 

 

６月 

 

 



（様式 5） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（申請に対する処分関係） 

資料番号 ８ 担当課 産業政策課 

法令名 計量法 根拠条項 
法第１１６条
第１項 

許認可等の

内容 
特定計量器の計量証明検査 

 

計量証明検査の申請 

（申請等） 

特定計量器検定検査規則第５０条 

  計量証明検査を受けようとする者は、様式第１５による申請書をその検査を行う都道府県知事（法第１１７条第１項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあって 
は、その検査を行う指定計量証明検査機関）に提出しなげればならない。 

合格条件 

（計量証明検査の合格案件） 

計量法第１１８条 

計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 

一 検定証印等（第７２条第２項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。）が付されていること。 
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の墓準に適合すること。 
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。 

２ 前項第２号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。 
３ 第１項第３号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器（第７１条第３項の経済産業省令で定める 特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める 

標準物質）を用いて定めるものとする。 

計量証明検査終了後の行為 

（計量証明検査済証印等） 

計量法第１１９条 

計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。 
２ 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。 

３ 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されている ときは、その検定証印等を除去する。 
（計量証明検査済証印等） 

特定計量器検定検査規則第５６条 

 法第１１９条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の数字は、計量証明検査を行った年月を表すものとする。 
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不合格処分（行政手続法第８条関連） 

（不合格等の理由の通知） 

特定計量器検定検査規則第７３条 

２ 都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法 

第８条第１項の現定により、様式第２４により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、郡道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機開への検査を受ける特
定計量器の提出をもって同項の「申請」とみなす。 

 

 


